
Information

火
の
使
用
制
限
を
か
け
て
運
用
し

て
い
ま
す
。

　　

林
野
火
災
注
意
報
ま
た
は
林
野

火
災
警
報
を
発
令
し
た
場
合
は
、

当
日
午
前
９
時
頃
に
香
南
市
防
災

行
政
無
線
で
放
送
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
発
令
状
況
等
が
不
明
な

場
合
は
香
南
市
消
防
本
部
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

香
南
市
消
防
本
部
予
防
課

　　

☎
55
ー
4
1
4
1

こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
、と
て
も
あ
り
が
た
い
制
度
だ
と
思
い
ま
す
。私
も
、
子
ど
も
が
保
育
園
に
通
っ
て
い
な
い
と
き
に
、
自
分
が
病
院
に
行
き
た
い
と
き
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
い
と
き
な
ど
、こ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
っ
た
ら
↓

広

報

へ

の

ご

意

見

↓
ぜ
ひ
使
い
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
少
子
化
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
、こ
れ
か
ら
子
育
て
し
て
い
く
人
が
よ
り
子
育
て
し
や
す
い
、も
う
１
人
産
み
た
い
と
い
う
制
度
を
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

　
　

不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
、い
じ

め
や
非
行
な
ど
、
生
活
の
中
で
不

安
や
悩
み
を
抱
え
て
い
る
お
子
さ

ん
や
、
子
育
て
に
お
悩
み
の
保
護

者
・
支
援
者
の
方
を
対
象
に
公
認

心
理
師
に
よ
る
無
料
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
秘
密
厳
守
で
行

い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

　
　

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
の

で
、日
程
の
確
認
や
予
約
に
つ
い
て

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
小
さ
な
お

子
さ
ん
同
伴
の
方
も
安
心
し
て
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　　

市
内
在
住
、在
勤
、在
学
の
方

　　
（
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
）

■
日
時　

毎
月
第
１
・
第
３
金
曜
日

　　　　　　　

13
時
〜
17
時

※
相
談
時
間
は
約
１
時
間

■
場
所

　　

旧
森
田
家
住
宅

　　
（
森
田
正
馬
生
家
）相
談
室

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　　

青
少
年
育
成
係

■
予
約
フ
ォ
ー
ム

　
　

進
学
、
就
職
や
転
勤
な
ど
で
賃

貸
住
宅
を
借
り
た
り
退
去
し
た
り

す
る
こ
と
が
増
え
る
こ
の
時
期
、賃

貸
借
ト
ラ
ブ
ル
に
特
化
し
た
相
談

窓
口
と
し
て
、
司
法
書
士
会
が

「
賃
貸
借
ト
ラ
ブ
ル
110
番
」を
開
催

し
ま
す
。

■
日
時

４
月
12
日（
日
）10
時
〜
13
時

■
場
所　

県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　　

高
知
市
旭
町
３
丁
目
一
一
五

　　
「
ソ
ー
レ
」２
階

■
相
談
料　

無
料

■
相
談
方
法　

面
談
ま
た
は
電
話

 
 

予
約
不
要
。面
談
の
場
合
は
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
電

話
の
場
合
は
開
催
時
間
内
に「
県

立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

相
談
窓

口
」へ
連
絡
い
た
だ
き
、「
賃
貸
借
ト

ラ
ブ
ル
110
番
へ
の
相
談
」と
お
伝
え

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　　

☎
0
8
8
ー
8
2
4
ー
0
9
9
9

な
ど
を
着
用
し
て
皮
膚
の
露
出
を

避
け
、
屋
外
で
使
用
し
た
上
着
や

作
業
着
は
で
き
る
だ
け
室
内
に
持

ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
環
境
対
策
課

令
和
８
年
１
月
１
日
よ
り
香
南

市
火
災
予
防
条
例
の
一
部
が
改
正

さ
れ
、一
定
の
気
象
条
件
が
揃
っ
た

場
合
、「
林
野
火
災
注
意
報
」お
よ

び「
林
野
火
災
警
報
」を
発
令
し
、

　　
マ
ダ
ニ
に
咬
ま
れ
る
こ
と
に
よ
る

感
染
症
が
増
加
す
る
季
節
に
な
り

ま
し
た
。マ
ダ
ニ
対
策
と
感
染
予
防

と
し
て
次
の
こ
と
に
気
を
付
け
て

く
だ
さ
い
。

●　

ペ
ッ
ト
を
飼
育
し
て
い
る
場
合

は
過
剰
な
触
れ
合
い
を
控
え
、触
っ

た
ら
手
洗
い
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●　

ペ
ッ
ト
の
お
散
歩
時
に
マ
ダ
ニ
が

家
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、ペ
ッ
ト
に
は
マ
ダ
ニ
の
駆

除
・
予
防
薬
を
投
与
し
ま
し
ょ
う
。

●　

野
生
動
物
と
の
接
触
は
避
け
ま

し
ょ
う
。

●　

地
域
猫
・
Ｔ
Ｎ
Ｒ
活
動
等
で
野
良

猫
に
接
触
す
る
機
会
が
あ
る
方

は
、咬
傷
や
排
せ
つ
物
の
処
理
に
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

●　

農
作
業
や
庭
仕
事
、ゴ
ル
フ
・
登

山
等
の
レ
ジ
ャ
ー
等
で
屋
外
で
活

動
す
る
際
に
は
、長
袖
、長
ズ
ボ
ン

マ
ダ
ニ
に
よ
る
感
染
症
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　
　

林
野
火
災
警
報
・
注
意
報

　
　

の
発
令
に
つ
い
て

O
その他その他

other s

■支給時期／原則として毎年２月、４月、６月、８月、１０

月、１２月にそれぞれの前月分までが支給されます。支給

日は各月の１０日です（ただし、１０日が金融機関の休日

にあたる場合はその直前の平日に支給します）。

★４／１０（金）は
２～３月分の児童手当定期

支給日です。個別に支払い

通知はしませんので、通帳

で入金をご確認ください。

市役所市民保険課 児童手当係☎５７-８５０６問い合わせ

児童手当受給者は毎年６月１日現在の状

況の届出が必要でしたが、住民基本台

帳等で受給者の現況を確認できる場合、

現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に

該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には毎

年６月に現況届を送付しますので、提出をお願いします。

●離婚協議中で配偶者と別居している方

●未成年後見人、施設・里親の受給者の方

●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際

の居住地と異なる方

●お子さんの戸籍や住民票がない方

●算定対象の子（１８歳年度末以降、２２歳年度末まで）

が、学生以外（無職または就労中）の方

●その他、状況を確認する必要がある方

現況届

について

　児童手当は、家庭における生活の安定と、こ

れからの社会を担う子どもの健やかな成長の

ために、高校生年代までのお子さんを

養育している方に支給するものです。

24歳（ ― ）⇒ 支給対象外（カウント対象外）

21歳（第１子）⇒ 支給対象外（カウント対象）

17歳（第２子）⇒ 支給対象／月額10,000円

14歳（第３子）⇒ 支給対象／月額30,000円

11歳（第４子）⇒ 支給対象／月額30,000円

２４歳、２１歳、１７歳、１４歳、１１歳の
　　　お子さんがいる場合

例

C
相 談

counsel ing

相 談

賃
貸
借
ト
ラ
ブ
ル
110
番

子
育
て
・
教
育
無
料
相
談

広告

香南市では、生活雑排水（台所、風呂、洗濯などの排

水）と、し尿を併せて処理する浄化槽（１０人槽以下）を設

置する方に、予算の範囲内で補助金を交付します。

先着順での受け付けとなります。各要件等、詳細につ

いてはお問い合わせください。

／専用住宅、併用住宅（延べ床面積の２分

の１以上を居住の用に供する建物の）などの居住用建物の敷

地に合併浄化槽を設置し、居住しようとする個人が対象です。

／国庫補助地域と市単独補助地域

／上下水道課窓口または、ホームページか

　　　　　　　　　　　 ら取得できます。

／国 庫 補 助…５月中旬～（予定）

　　　　　　　　 市単独補助…５月７日（木）～

※国庫補助については市が国からの事業交付決定を受けてから

申請受け付けを開始します。受付開始日は市ホームページを

ご覧いただくか、上下水道課までご連絡ください。受付開始

後、書類審査を行い補助金交付決定をするため、日数を要す

る場合がありますのでご了承ください

／上下水道課（市役所本庁舎５階）

／８：３０～１７：１５（１２：００～１３：００を除く ）

※土・日曜日、祝日を除く

／補助金交付決定前に、すでに工事を開始または終

了している場合は対象となりません。また、その他補助対象外

となる場合が補助金交付要綱で定められています。

／市役所上下水道課 下水道係 ☎５７-８５１２

人槽区分
補助金額

国庫補助 市単独補助

５人槽 ３３２，０００円 ２２０，０００円

７人槽 ４１４，０００円 ２７６，０００円

１０人槽 ５４８，０００円 ３６４，０００円

◆補助金額

補助金申請書▶

０～３歳未満（第１,２子） １５,０００円／月

３歳～高校生年代（第１,２子） １０,０００円／月

０歳～高校生年代（第３子以降）３０,０００円／月

■支給額／

※２２歳到達後の最初の３月３１日までの間にある子の

うち、最年長の児童を第１子と数えます（受給者が監

護・生計費の負担をしている場合に限る）

も
り
た
ま
さ
た
け

17２０２６.４ 16 ２０２６.４


